
宮崎市スポーツランド推進課所管の社会体育施設における無人航空機（ドローン等）の飛行に関する取扱いフロー

都市公園 運動広場

（1）行商その他これに類する行為をすること

（2）業として写真又は映画を撮影すること

（3）興行を行うこと

【使用日の20日前まで】

飛行場所は以下の施設か

飛行不可

市への事前相談 施設の専用使用許可を
得た場合は飛行可能

宮崎市都市公園条例第２条第1項に該当
する行為か

（4）競技会、展示会、博覧会その他これらに
  　　類する催しのために都市公園の全部又は
       一部を独占して利用すること

施設の専用使用（全面使用）か
※多目的グラウンドB天然芝コートについては1面以上の使用許可

飛行不可

航空法の飛行許可または承認を得ているか
※航空法の飛行許可及び承認を得るためには、操縦者が国家資格を取得していること又は民間講習団体を卒業していることが必要です。

飛行不可

対人及び対物保険に加入している（予定）か
※事故等が発生した場合に承認を受けた者の責任において対応できるよう申請者または操縦者の保険加入が必須です。

飛行不可

市への無人航空機（ドローン等）の飛行に関する許可申請

・公園内行為許可申請書
・利用申出書（様式第1号）
・飛行計画書（様式第2号）
・安全対策チェックリスト（様式第3号）

・利用申出書（様式第1号）
・飛行計画書（様式第2号）
・安全対策チェックリスト（様式第3号）

許可基準に基づき審査 飛行不可

飛行可能

体育館等の屋内有料施設

宮崎市生目の杜運動公園
　アイビースタジアム、第２野球場、
　多目的グラウンドA・B、陸上競技場
宮崎市久峰総合公園
　野球場、陸上競技場
宮崎市田野運動公園
　多目的広場、野球場
宮崎市天ケ城公園　野球場
宮崎市清武総合運動公園
　SOKKENスタジアム、第２野球場、
　多目的グラウンド、多目的広場

宮崎市佐土原西運動広場
　多目的グラウンド
宮崎市サンスポーツランド高岡
　多目的グラウンド
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